
入 札 公 告 

 

このことについて、次のとおり一般競争入札に付すこととしたので公告します。 

 

令和８年２月 24日 

 

                    岩手県立療育センター 

所 長  亀 井  淳 

 

１ 入札に付する事項 

   産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託 

   別紙 仕様書参照 

 

 ２ 納入場所 

  岩手県立療育センター  紫波郡矢巾町医大通二丁目１番３号 

 

３ 契約期間 

   令和８年４月 1日～令和９年３月 31日 

 

４ 入札（開札）の日時及び場所 

（１） 日 時 

令和８年３月 11日（水） 午後２時 00分 

  （２）場 所 

岩手県立療育センター 障がい児支援棟３階 研修室１ 

 

５ 参加資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項及び第２項のい 

ずれかの規定に該当しない者であること（被補助人、被保佐人又は未成年者で

あって契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。）。  

（２） 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者でないこと（更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加

資格の再認定を受けている場合を除く。）。  

（３） 一般競争入札参加申請書の提出から落札決定の日までの期間に岩手県から指名

停止措置を受けていない者であること。 

（４） 岩手県内に本社（本店）を有する者又は岩手県外に本社（本店）を有しているが、   

岩手県内に支店等を有しており、その支店等が（１）～(３)の資格を有している

者であること。  

（５） 入札日現在で、次に示す産業廃棄物全てについて、岩手県の産業廃棄物収集運搬

及び処理業許可を取得している者であること。 

ア 廃プラスチック類 

イ 金属くず 

ウ ガラスくず及び陶器くず 

（６） 入札日現在で、岩手県より特別管理産業廃棄物処分業許可証並びに特別管理産業  

廃棄物収集運搬業許可証の許可が得たうえで証明することができること。 



（７）ＪＷＮＥＴに加入していること。 

６ 入札参加申込 

（１） 入札参加申込書の提出方法 

     岩手県社会福祉事業団又は岩手県立療育センターホームページからダウンロー

ドし、郵送又は直接窓口へ提出すること。 

（２）入札参加申込書の受付期間 

     令和８年２月 24日（火）から令和８年３月６日（金）午後５時まで 

    （※土・日曜日・祝日を除く、午前９時から午後５時まで） 

（３）入札参加申込書の提出先 

     岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目１番３号 

岩手県立療育センター 事務局 野表 宛 

     ℡ 019-601-2777 

（４）入札参加申込結果は令和８年３月９日（月）までに通知する。 

 

７ 入札の方法 

（１） 定刻までに入札実施場所に入場のこと。 

（２） 入札書（様式１）に総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書

に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって

落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110分の 100に相当する

金額を入札書に記載するものとする。  

（３） 郵送による入札を認める。封筒に入札書と明記のうえ開札の前日まで到着するよ

うに送付のこと。 

ただし、１回目の入札が不調に終わった場合は、引続き２回目の入札を実施する

ことから、郵送の場合は第２回目以降の入札は棄権とみなす。 

 

８ 入札に係る留意事項 

（１）代理人による入札を認める。ただし、委任状を提出のこと。（様式２） 

（２）金額の頭部には必ず押印のこと。 

（３）入札の無効は、次の各号の一つに該当する場合とする。 

ア 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

イ 委任状を持参しない代理人のした入札 

ウ 記名・押印をしない入札 

エ 金額を訂正した入札 

オ 誤字・脱字により必要事項が確認できない入札 

カ ２人以上の代理人をした者の入札 

キ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

９ 入札保証金 

   免除 

 

１０ 落札者の決定方法 

（１）入札を行ったもののうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入

札を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に



くじを引かせ落札者を決定する。 

 

１１ 再度入札 

初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。

入札執行回数は、３回を限度とし、この限度内において落札者がないに場合は、

入札を打ち切ることとする。 

 

１２ 契約書作成の要否 

   要 

 

１３ その他 

（１）消費税額分を含まない金額にて入札すること。 

（２）入札に係る不明な点については、下記担当者までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

岩手県立療育センター 

事務局 主事 野表 文子 

TEL  019－601－2777 

FAX  019－697－3900 


